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父子家庭の二一ズの動向に関する研究

一地方自治体年おサる実態調査の分析（その1） 二11

研究第9部 川』 一’ 裕

互　 はじめに

　小論では，昭和57年2月までに厚生省児童家庭局企画

課で収桀した1地方自治体における父子家庭（世帯〉実

態調査計36を済踏間の差財前趾しなカ1観各調』

査におおむね共通の主要な事項について，分析するじ

H　分析の前提

　分析の前提と・して・つぎの諸慮において，、各調査のあ

いだに相違が参るζとを認識しておく必要が昂う6r

①．調査地域

’◎調査名

③ 一調査時点∵

④調査主体

1⑤　調査機関

⑥　調査方法1、・　、、

⑦　調査対象の定義

⑧調査票の構成1

　これらめづち㊨調査蒔点，⑥調査方法，⑦調査対象の

定義、鱒蘇卿成に翻る相違には・・分動際1ど
りわけ注意を払わなければならない。

　本章では・上の①調査地域～⑦調査対象の定残の相違

について概観する。⑧調査票の構成については，次章「分

析」において各調査票の共通項目を列挙するが，その相

違の分析は別に稿をたてて論じることとする。

　1．調査地域、調査名，網査時点，・調査主体，網査機

　　　関，調査方法について

　まず，表1”により，調査地域，調査名，調査時点，調

査主体，調査機関を一覧する。なお，この一覧表は小論・、

の取り扱う資料リ、ストの役割をも果している。

　調査地域は地図の喚1こ黒，くふちどり受して！、承夢て表

示したので該当する榔府県は一目燃驚る．姻
■渥煮地嬉卯キに挙づ数字は調査実絶年巻示してあり，

黙腔懲岬鯛告を厨して略地域1こは調査
の数だけ数字を記入してある。福島・神奈川，広島，佐

　賀，大分の5県については各々3つの報告を得てレ1るた

　めに，小論では，合計36調査の分析を課題とするのであ

　、る（表1ρ番星参暉II眺二，
、． 、、、

　　縮名により・1父子家勘砕稗としだ継で軽
　籍否かが知う範る蔓 愁甲～ 福學（5孕年），茨城パ紳奈川，・

聯，關涼箭瓶r鰍ψ縄取渦根1』広島
　（ 50野55年），香川，愛媛，高知，佐賀 〈49，50年），の計

　16府県では，父子家庭のみを対象1どした調査が実施され

　て“るが，その他ほとんどすべての都県においては，母

　子・寡婦家庭・ 両親の駐ない予翌も甲家鐸等と衆子琴庭

　1が， ともに調査対象とされている（しかしたとえば，541

　年福島隅査はさ ら1す体算願璽雅蓼琴）餐か14馨子家庭を含

　んでおり・各調査の全体的性格に貿意する必要性を示唆

　している）。ここでは，いずれの調査に右いても，． 父子家

』庭を対象と・した部分のみ分析する・稠査名に溶いて，

稼麹と r世殉の呼称を厳叡区肌て朔し亡い苓
調奪は少餐く叉』おおむ為 r筆犀」芦〔世帯」：氏住居凄搾＋

』 をどうにしてい紬のの集まり）と理解されているよラ．

驚翻岬樺ゆ正確哩いゆと荊ゆ薫の
点の吟味が必勲思われる・蝿琳館ム洛賄
の使用例にならうこ．ととし，用語の統一はしない。・

・が調査蒔点め差違は重要である。 42年の京都府調査から

与6年め大阪府調奪までに，約15年間の隔たりが委り， く
ρ間の各地の調査状況を年毎に整理レなおしたも1の魁レ．

　表2である。ここに収集した調査の範囲では，昭和52年

をピー して前御鰯どの間噸聯寒弊れ即
　ることが分る。調査結果の比較には，調査時点の隔たり

　が互いに小さいもの同志（たとえば同一年度に実施され

　たもの）を用い，隔たわの大きいもめを除蘇ナちΦが適』

　当と考えられるが， 小論では，この時間差を念頭におき

、臓がらも， あえてすタての調査を， 同一箏項にマいて，

　分析比較の対象とする。

　課葦主倦に？いて特県社会福祉鰯攣会，、県尽箏児単季

賠識等粧体ねっているわ勉の調査（磁編
井・騰雑鵠（5・年）・香川・佐賀（49115脅〉1璽1

　計8調査ンと不明のものを除けば，都府県φ民生主香課

　主体の調査が断然多い（委託，共催を含む）。なお凱⑲廷
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表1　父子家庭（世帯）実態調査一覧

第19桀

N駄 調査地域 調　　査、 名 調査時点 調査主体 調　査　機　関 纈方法鰹翻贈入
1 秋田県 父子世帯実騨査 53．8．1 県 民生児童委員（以下民

委），市町村主管課，
福祉事務所

市町村，名簿作成

生委，全数訪問面接

2 山形県 遺児家庭等実態調査 48．8．20 県民児協

社協

民生委，市町村民児協，

町村社協，県社協 民生委，全数訪問面接

3 福島県 父子家庭の実態調査 51．6．1 県 県厚生部，市町村，民

委 民生委，全数訪問留置

4 福島県
福島県社会福祉総含動蠣査

54．11．1 県，市町村 民生委，市町村，県福

事務所

市町村， 名節作成（民生委，福
事務所と協議）

生委，全数訪問面接

5 茨城県 茨城県父子世帯の実

調査

52．9．1 県（県社協

委託）

県社協，市町村民児協，

生委 民生委，訪問面接

6 栃木県 遺児実態調査 5ユ．8．1 県，県民生

員連合会

福祉事務所，市町村民

協，市町村，民生委

住民基本台帳より名簿作成

生委，訪問面接

7 群馬県 母子世帯等実態調査 51．11．1 県社協，県
児協，郡
町村社協

民生委（福祉事務所，

町村等の協力をえる） 民生委全数訪問面接

8 乗京都 母子・父子世帯生活

態調査

53．7．20 都 都民生局総務部企画課

事任命調査員

国勢調査地区より無作為抽出
民基本台帳より無作為抽出
事任命調査員訪問面接他計式

9 神奈川県 母子及び父子世帯の

活実態調査

49．8．1 縁川県，

崎市

県民生部，川崎市民生

，社会調査研究会

住基台帳を基に民生婁等が検討
て名簿作成
として民生委，全数訪問留置一部面接

10 神奈川県 父子家庭実態調査 54，6．1 県（横浜市，

崎市を除
）

県民生部，市県福祉事

所，民生委

市県福祉事務彫長が住基台帳を基に名簿作成

生委，訪問留置

11
新渥県 母子・父子世帯等の

態調査

52．8．1 県 市町村 市町村，住基台帳を基に名鍬作㌧

生委，全数訪間面接

．12 石川県 母子・父子世帯の実

態調べ

52，6．1 県（県社協

委託）

県社協，市町村社協 地区社協，名簿作成

生委，全数訪問面接

13
福井県 聯世帯の実態調査 51」5．1 県社協 市町村民児協，市町村

協

14 長騨 交子家威実態調査 51．12．20 県

訪問薗接

1与 、静岡県 父子家嘩隼活実態調 53．8．1

民生委訪問面畢

16
京都 府 母親のいない家庭調 42．11．1 府民児協 府民児協

民生委，訪問面接

工7 大阪府 大限府父子家庭実態

査

56．9．20 府 大阪府父子問題研究会

町村民児協

民生委，名簿作成

節より約％抽出、民生委，訪
面接

18
兵庫県 母子世帯・父子世帯

生活実態調査

ざ0．、8，1
県 県，市福祉事務所

福祉離務所畢，住基台帳に基き名簿作成福祉蛮務所長，

選任の調査員，
数訪問面接
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衷1つづき

聾α 調査地域 調　・俺』i者 調査時点』 調査主俺 調　査　機　関 麟方法、（嶺罐驚入

rユ9 奈良県 父子家庭および両親㍑
ない家庭の生活実、
調査・ 　｛

．5象豆ユ

　 　ご 　 、　　

［県民生児童

員連合会

市町村民児協，県民生

員連合会“ 民隼委，訪問面接

20
和歌山県 父子家庭実態調査怖年． 8’，1

　　　　、　　　　1

県， 県社協 市町村民児協市町村

協力　　琉ド 民生委，訪問面接

211

鳥取県 父子家庭φ生活実態

査 ；

51．10．f

バ
1’

県，倶民児

』

県民生部，福祉事務所，

域民児碑惑 民生委，全数訪問面接

22
馬根県

調査

53．8」 ’県． 　　　　■　てP
鷺葦霧野鷺美－

「児滝福祉関係職員，民生婁，全
訪問面接

23
広島県 父子家庭の生活実態

調査

50，、7．1 県民児協 県民児協
・』』

　　㌔
一 　

　　　　一　’　ド・へ』．

　τ』
・ン

rr、［

　　■　＼
、　　　

■洩生委，詮数訪騨接

24
広島県 広島県父子家庭実態

調査

る5∫
マ」・工 県』5「i

社会開発統計研究所県福祉事務所（市町村民生委協力）

　　■r一■』　　　　　ド、；

暴嚢祉賄鰹墾・

25
山口県

昭和52年山口県母子世帯・父子世帯等実 、52．6，L1 ’、　　

県　㌧ 市町村，母子福祉連合

，県

市町村が住基台帳を基に窪球、
事の委嘱をうけた母子福祉会員が訪問面接　　　　　・、．

26
徳鳥県 昭和53年徳島県母子

帯等実態調査

53．7。工 県．
県，市町村，徳隠県未亡

会連合会，県社協，県民児協，市町村社協，市町村民児協 市町村が住基台帳を基に作成、

寧の委嘱をうけた調査員，訪
面　　　　　　　　　、 p『

27
香川県 父子家庭実態調査 50，12，

F1

　県民児協
』県社協

民生委
民生委1手元資料の活用，聞ぎ合せ，訪問面接

28
愛媛県 愛媛県父子家庭生活

態調査一

■5317，1σ』 ∫県ぺ
llこ．卜1 ”・

、　　　r

市町村 50年国勢認査該当世帯から3004
帯無作為抽出　　　・

29
高知県

高知県父子辱鶏、調査

55。8．～真、 県」、

　　　　，

、県（市町村協力）
　　』｝1　　　r　 1　　1r一一

町村母ヂ相談員安全数訪問面「

接．　　　　　　職．ン

佐 賀県 佐賀県父子世帯実態

査・ 』

49．8．瓦1 県民児協・

県社協

，県民児璃嘉市咳村民兄

／協』
　　　　　　　．＜、〕

民生委p顎訪問留躍円　、
．、㌔

佐賀県 父子世帯実態追跡調 50．10．1 票民児協，

県社協

県民児協，市町村民児r／協　』 　　　　　　朝、、
駐委ラ 訪閏留置囑

、、

32 ｝最町県「母子・寡疑父子世

実態調査1

　　　　　　　　　　　　’　　　　　　

52・104．

　
　「』　　r

、県，県民児 県，県民児協 　　　　　　
　、 r　i

　　　　ン〆

33
大分県 母子世帯等実態調査

　　－、　　　

52，．8， 1・ 県．』 県，．県社協， 県母子福『

連合会

　 ド」 鵯＝ 四『 1ト1 ニ11i 1麺

民生委・ 全数調奪躯柄、7塚

34
大分県 母子世帯等実態調査 55』＆1 県ヒマ 県，市町村，倶民児協，r

母子福祉連合会
知頂の任命を五けた調査員評訪7二，問面接

35
宮崎県

曜和52年母子・寡婦づ

子世帯生活実態調　・・

■52．7．

　　　　

ぐ’～、〉

一　 　　ごー

県1靖町極蝕委
、

市町村｝位基台帳を基に名簿作『一
「成＾　 　イ…

生委，訪問面接て母挙寮ほ施！
．、設畏） 　　　　　　・♪、し

36
鹿児島県

）

50．　

（月日ネ訥
羨～c串＝一訪 ーヅマ『’

，、｝イ1，！l く“ 飼＝ k♪一1二
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年 調　　　査　　　地　　　域 計

42
京都 1

48 山形 1
49 神奈川，佐賀 2
50 兵庫，広島，香川，佐賀，鹿児島 5
51 福島，栃木，群馬，福井，長野鳥取 6
52 茨城，新潟石川，奈良，山口，長屹大分，宮崎 8
53 秋田，東京，静岡，島根，徳島，愛媛 6
54 福島，神奈川 2
55 和歌山，広島1高知，大分 4
56 大阪 1

神奈川県調査は指定都市川崎市と共催であり，調査地域

に広がりをもたぜている点に注目しておきたい。

　調査機関はさまざまに記述されているが，県民生主管

課が主として企画，分析を引きうけ，残る過程を，市町

村民生主管課県・市福祉事務所，社会福祉協議会，民

生児童委員協議会，母子福祉連合会等が分担協力してい

る例が多い。東京，神奈川（49，54年），大阪の各調査

は，学識経験者が指導しており，広島（55年）調査は民

間の調査機関に依託していて，各々ユニークな調査とい

える。

　調査方法の要点は，対象者名簿作成，全数調査と抽出

調査の選択，調査票の作成記入にある。このうち調査

票の作成は企画段階で行なわれることが多く，その作成

過程は明らかでない。対象者名簿作成についても詳しく

ふれている調査は少ない。明らかにされているもののな

かでは，市町村もしくは福祉事務所が住民基本台帳にも

とづき作成するものが比較的多いが（栃木，神奈川（54

年），新潟，兵庫，山口，徳島，大分，宮崎など），さらに

民生委員等の検討が加えられたものであれば，より正確

なものとなる（たとえば54年福島，49年神奈川）。

　全数調査と抽出調査の別では，圧倒的に全数調査が多

く，抽出調査と明記されているのは，対象者数の多い東

京，大阪と，愛媛だけである。

　調査票の記入については，調査員による個別訪問面接

聞取調査が大多数であり・留置したと明記してあるのは

51年福島，49年神奈川，49，50年佐賀調査であってジ郵

送によるものは，55年広島調査のみである。大半の調査

で，調査員には民生委員が活用されている。市町村母子

相談員が聞取にあたった高知調査，母子福祉会員が活用

された山口調査，また，民生委員のほかに児童福祉関係

職員を起用した島根調査は例外といえる。このほか，知

事，市町村長，福祉事務所長の任命もしくは委嘱をうけ

た調査員があたっている例もみられるが（東京，兵庫，

徳島，愛媛，大分），これらのばあいも，報告書の記述を

やや注意深く読みとれば，民生委員への委嘱が最も多い

と推量できる。

　2，調査対象の定義について

　これまで，「父子家庭（世帯）」ということばを共通の

了解事項のように用いてきたけれども，実は，小論で取

り扱う各調査において，この用語の示す意味内容が，あ

る部面では明確に，また他の部面では微妙にくい違って

おり，調査結果を相互に比較するばあい（出現率をはじ

めとして大半の調査項目について比較するぱあい），この

調査対象の定義の相違は，最もやっかいな問題のひとつ

となる。表3は，調査実施年順に各調査における「父子

家庭（世帯）」の定義を列挙したものであるが（ただし，

定義不明の50年鹿児島調査を除く，したがって計35），微

妙な相違を含むと，35調査のうちに30通りの定義が存在

していることが明らかになった。

　各々の定義のあいだで比較的明確な相違を示す諸点は

つぎのとおりである。

　①子どもの年令を調査日現在で満20歳未満とする

　　か，18歳未満とするか

　②　父と子の別居を認めるか，否か（たとえば，児童
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川西・：・父子家庭の二Lズの動向に関する研究

表3父子家庭（世帯）の定義一覧（調査実施年順）

調査地域
（実施年）

京　都
・（42）1　一、

山　形
（48）

神奈川
（49）

佐』、P茸

（49）

兵　庫
（50）

父子家庭）（世帯〉1の定義 ，　＝い
、

』京都府に居住する満18歳未満の児童の妊る世帯で母親のいない家庭とする。．』 、二 1：1 ・こ〉1

註　α1この調査では一世帯を一家庭とした。　 　り＞汲；～・lllも l　l』、ぼ 、二＝、三〕△
、

．、

　　（2）母親のいない家庭には，母はいるが長期療養中などの場合は実際には母がし、な炉のと同じ立

　　ぎ、場にある」と考えられるので1、・これを含める（こ．と’にしだ8、ll、へ5』や．ゴ，マ》・、 沸 禦　　r　illい

　　（3）母のいない家庭で，児童が福祉施設などに収容されていて壷、，現在家庭にはいないが，本来家

　 ∵ど言庭にいる縛ぎもの怨あるから多1調査対象の家庭としたσピ岐震1｝隈江ズlP≧ lllP

父子家庭の範囲は20歳未満の児童と実父又は養継父のみの同居世帯とすみδ！・1ジ 1弗　fヂ

磐朧矯犠季錨こ隷総あ鰹勢、》ll轡貧，鞭鞭い磯』勢’態
（D　母死亡の家庭　　　督・！岱・l　r』宗・寸　 ゴ、．」〕ゾ　蛍～；、ッ、が父鯉ゴンヤヤ．1如　，　111の

（21母の所在が不明であるため，その扶養を受けるこ、とができなぐなづでかぢ1∫年以上経過したもの

　　但し，船舶等の遭難等により死亡が推定される場合は，その事実が発生してから3ケ月・以上経退

　　したもの　　　　　　　 ”　　　　　　　　 ひ 、、

ン野．r、♪」真，一 　遊
（3）母が心身の障害により，過去1年以上労働不能の状態にあったものゼ谷後引続ぎ11年以上同様の

　　状態が継続すると認められるもの

・埠し諌略一に鱒す藍きは 1年饗聾爆嫡鱒藪鯉も敷．澤隆講　①　身俸障害者手帳2級以上のもめ　　　　　　　　　　　　　　、 　　　　　　 　月奪）

　②　厚生年金保険法による1級又は2級障害年金受給者　　　　　一・一 一

　③q国家公務員共済組合法によrる孤級又は2級廃疾年金受給者綜．モ 庚舷（好、㌧（。’

　④ 国民年金法による1級障害年金又は障害福祉年金受給者，し誌躍歳δ．し》．1
．∫

、⑤ヂ児童扶養手当法第4！条第．3号に該当する母《訊葦春 ☆＊l　　　　　　　i∫タ1・顎ゾ

　⑥　前各号に準ずる公的年金，給付金受給者　　　　　　　 　　　　　　 ！竃　　　ント

（4γ．母から遺棄され， その扶養が行なわれな ぐなちてがら…1・年以上放醗されて糠るもの・’　　L諏

⑤　母が現在まで引続き1年以上拘禁されており，その状態が更に1年以上継続すると認められる状

　　態’』話i、冷ヒト㌧幾碍法り〉、ぎ熔 1 じi

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セ と　か　ヤ　しい　コ ヨこンい ぴ ロ　 し

現に児童を扶養している配偶者のない男子（生別・死別を問わない）とその扶養している児童1入以

上からなる世帯 ・』 』イ 』ごセシ 』』 “巴『 1・．『～・1 ～．tポr∵、 い 跡こ胤嶺！ナ垂・一一ヌ曽 1、ll鰹一父

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ　キ　ゾベや　ヤレし　　 　じ　ンと　　 　ノ　ド　ロプ　　　　　　　　　ド ザ

次に掲げる男子が20歳未満の子を扶養しており1 r生計の中心となぢて構成する世帯K両親等と同居し

ている場合を含む）　　　　　　　　　　　　　㌧ p ∵父ぴ、鴛k、1 ◎、
．、

（1）配偶者と死別した男子で現に婚姻（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ

　ぢる場合を含む）を．していないもの1斗．い 　L　Y　’㌔1 ㌧『炉 r散ひぺ，⊇一1．▽柱取．、一

〔2）、

（3）

14）

（5）

二（6）

児童の母と婚姻を解消 した男子で現に婚姻していないもの！＝い　 『 ∋　・、・、
、、．、、、 口

配偶者の生死が1年以上明らかでないもの　　　　　　　　帯　　　．憶

配偶者から1年以上遺棄されているもの　　　　　　　　　　　　　・バ
配偶者が心身障害等により1年以上児童を養育していないもの1．　　　　 敦
配偶者が1年以上拘禁ざれているものイ1’1 　　△1気｝・、’、燈、　　　　ヌ

配偶者のいない父とその子‘ （20歳未満で独身のもの）！にようて構成される世帯よ努．ミ修　　ロ

・配偶者のいない状態は｝次のいずれかに該当する場合を“う5．浅弓．上．．～i、瀦暴敦．ジ∫父　lll

（1）

（2）

（3）

④
（5）

（6）

（7）

死亡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．心
離婚　　　飢一ビ、・ヒ、・一『㌧、1』　

x』、
：　i）解　醍り肖r．’・ず・～』’

生死が明らかでないこと　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　．c

遺棄されていること　　　　　　　　　　　　　　　　　い．　 シ1＼ 醒　　　・

心身の障害により長期にわたって労働能ガを失っていること

法令により長期にわたって拘禁さ弗てレ）登モと写 包　　、
，

　　　　　　　　
㌦

未婚の父
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表3つづき

調査地域 父　　子　　家　　庭　　（　世　　帯　　）　　の　　定　　義

父子世帯とは，・20歳未満の児童と実父又は養継父との同居世帯とする。従って児童の祖父母，伯叔父

母その他と同居も該当世帯とする。

広　　島 母がある場合でも次の場合は調査対象とする。
（50） （11実母又は養継母が心身障害により過去「1年以上労働不能（家事も含む）の状態にあり今後も引続

き1年以上同様の状態が続くと認められるもの

②実母又は養継母が1年以上拘禁されており今後もさらに1年以上継続すると認められる場合

（D　18歳未満の児壷と父（実父又は養継父）の世帯とする

香　川
50）

（2）次の世帯は対象に含めるものとする

①一時的に親せきなどで面倒を見てもらっている場合

②　父と子と祖父母（又はそのいずれか）が同居している場合

③二祖父と孫のみが同居している場合

佐　賀
（50）1

佐賀（49）に同じ

福　島
51）

父子家庭とは，1配偶者の欠けた男子と現にその扶養をうけている児童で構成している家庭をいう

この調査の対象は，県内に居住する18歳未満の遺児とその遺児の属する世帯とする。

この調査による遺児とは，次の者をいう。

111両親又は片親（生後引続き実親以外の保護者に養育されている児箆はその保護者）が死亡した児

栃　木 童

（51） 12）．両親又は片親が離婚（事実上の離婚を含む）又は行方不明（引続き1年以上）により生別した児

童

（3）両親又は片親が廃疾した児童

上記遺児世帯のうち父子世帯

父子世帯の父……配偶者のない人で現に20歳未満の児童を抱えている世帯の父

群　馬 ここでいう配偶者のない人とは
（51） 死別，離婚，配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている人，及び・

生死不明，遺棄，未婚の父等を含む

この調査における遺児世帯とは，父または母および父母ともに欠損している世帯， または，欠損同様

の状態にある世帯で，20歳未満の子どもが残されている世帯で，次の各号の1に該当するものをいう。

（11父が死亡した世帯

②母が死亡した世帯
131父母ともに死亡した世帯

福　井
51）

〔41父または母および父母ともに所在が不明であるたあ，その扶養を受けることができなくなり，1

　年以上経過した世帯
5）父または母および父母ともに心身の障害により過去1年以上労働不能の状態に南る世帯

⑥　父または母および父母から遺棄さ礼その扶養が行なわれなくなってから1年以上放置されてい

る世帯

（7）父または母および父母ともに1年以上拘禁されており・その状態が今後もさらに1年以上継続す

ると認められる世帯

上記世帯のうち父子世帯

長　野
51）

父子家庭のうち18歳未満の児童を養育しているもの
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川西ご父子家庭の二■ズの動向に関する研究

表3つづき
ご二』

、

≒一’孔

調査地
（実施年）

鳥　 取

（51）

茨　城
（52）

新， 潟
（52）　

石　川
（52）

奈　良
（52）

山　口
（52）

父子家 庭』（世帯）の定義
　　　　　　渥r　l　一　　・・i．∵　r　』F六　1…　！lr…　7、♪　rl　”　　』’』r＝ 「、　・一浄一｝1・’』’・r
父争家庭ど‘ま； 20歳朱満め児童と父親が居ξごどて同居虜Ij居ば簡お鷹し、、）1ゑ必要条件とし，調査時

点に洞一生計内に母親がいなし・羅とすうρ・ただ権騨岬響ltl零貯響瞳月以上入院療
養をしやる場合には・父子羅とみ欺鱗酵鍾、臥：1漁

、、．、、、，、、、

ぜ姓繍と1ま漉儲卿な鵬甚砲曝外麺綜鞄テ醜簾れている
　　．家曝』（他銅騨煽苑軸飾）1、，」「二，ト ・t

ノ』射｛1：自】

、．（2）　配偶者めない男子と’1乱

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼r
』・、 〈　1敏～・’〆r・i：“

、1・、

①配偶者と死別し娚子であ頑現噛姻レ聖趣もφ1・rト溜、錯、，・，、、．

．⑱離郷娚子であつて郷騨鵬いな蔑’餓，
　③ 配偶者の生死が明かセなU・男子（1奪以上〉　、　 ド ぐ歯ノ』’」』‘

④、配偶勧ら鹸されている野．（1鰐上）、．；、
r，． 、

、、：．：』、 1逆糧⑤配偶者ヵ麹ぬ躰φ瞬にゆ畢嬢麺うざ脚勤勢鱒’鱒¢・‘1「年以上〉
⑥ 婚姻駄り軸で父と鹸姉φ i

…二・ ゼ・、 、！二 、…』デ

⑦瀧儲搬期に繍女撫繍七“棚叙擁肚〉，
．。．

、、，，、』，ヨ』』

　　　　　　　　
、　1一 一い～’

丈こ ζe勇・1
1L

一τ　三・＝』り

父子世帯ζ捻乳．．畢に犀童ゑ扶養していて・・吹硯至ずれか1導該当す愚熈偶者φない男子1ξ児童からなる

世轍その世都その貯の配儲及貌童の母（⑤め螺畦略撫糎拶聾〕鯉僻含む）を
いう・

一ヤ』』 ．』 『は＝r r・、一［㍑　 ・1・ 』㌔い 1ゴr一』 ［…啄
ねお，醜者と聯聯出を喚ド晒鱒実踊姻縣≧向様碑匙あ確勲ものと弧
（1）配儲と死別し綿終あ蓼現に騨熱τいな哩献∴． 賦…二、：．，

（2）離姫をした男子であ って現に婚姻をして帆なし）男子

③ 配儲僻死糊ゆで勘男子、・．㌧．、 蔚．じ、窯、寒7・・二弘
ヂ、1

ll．．
，（4） 配偶者忙潭棄され純いξ男子㌃…

r、 で、」

rゴ．　、．

奴㌧、…∫ h、、』皆シ、』ず♪ ，

、， 、

（5） 乱偶者が精神又は身体の障害により長期にわたろて労御能力を失って軽る畢子 、c 　l　ll卸

準父子世帯…一甲上の「父子世帯」以外の世帯であ？て，現1こ児輩を抹養しで硫為酩傷者のな炉男子と

20歳未満り児童が世帯員ξなう璽帯で・．か？弩雪曾昇単の卑1こ誉薫男モ曾蘇ヤ熟，躯 鐸文は姪参1

似上含まれている世帯齢うじ　　　　・rや＝ f．1♪∫：1 1掌、、
　．囲バ1）配偶者のない祖父が琢ゑ扶璋レてい1るf．

．， 1』
、需レ． 　f、r

　　　12パ醍偶者φな恥兄が弟妹を球養して｝・る

　　　③遡儲碑噸卿鱗撃1、癖鯵頃恩銀、募．誤、』 rr、』』』、　・ 二｛㌧

’好齢と蟻満2嚇勲子蘇餐ゆ慾醐げる野礎磐鱗3
ω凄捌れだ（死亡・生死不陛含ゆ者で婚姻しズ賦賭 r． こい
（2）妻が精神又は身体の障害によb1年以上にわたわ 労働寵力を失ちで“る者の夫』「

③ 妻が法令により1年以上にわたって拘禁されでいる者の美”
／』、1

広島 （50）に同じ
〃

配偶者のいない父とその子 （20歳未満で独身のもの）によって構成される世帯。

配偶者φいない状態（母のいない状態）は次のいずれかに該当する場合をいう。
〔11

②
13）

〔41

⑤
（6｝

（7）

死亡

離婚

生死不明 （1年以上）

遺棄（1年以上）

心身の障害（廃疾）

拘禁 （工年以上）

未婚の父

、り

（こllア
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表3っづき

調査地域
実施年） 父　　子　　家　　庭　　（　世　　帯　　）　　の　　定　　義

父子世帯とは，配偶者のない男子で現に20歳未満の子を監護している者を含む世帯をいう
「配偶者のない男子」とは，

（D　配偶者と死別した男子で現に婚姻していない者

（21配偶者と離婚した男子で現に婚姻していない者

（3）配偶者の生死が1年以上（船舶又は航空機の遭難によるものは3ケ月以上）明らかでない男子

（4｝配偶者から1年以上遺棄されている男子

（5）配偶者が精神又は身体の障害により，1年以上にわたって児童の養育及び家事の処理能力を失っ

ているため日常生活に困窮している男子

（6）配偶者が法令により1年以上拘禁されている男子

長　崎
52）

（71婚姻によらないで父となった男子であって現に子を扶養し，かつ現に婚姻をしていない者

いう。

この場合，「配偶者」及び「婚姻」とは，法律婚のみでなく・婚姻の届出をしていない魁事実上婚

姻関係と同様の事情にある者又は場合を含むものとする。

また同じく「子」とは，実子。養子及び同居・別居の区分を問わないものとし，また必ずしも扶養

していることを要件とはしないものとする。

同じく「監護」とは，子の生活について通常必要とされる監督，保護を行っていると社会通念上考

えられる意志と事実が認められる状態をいい，親権の有無，同居・別居の別，子の生計費の負担の有

無は直接には問わないものとする。

父子世帯には，親子のみで世帯を構成している場合のほか，それ以外の者（たとえば父の両親，兄
弟姉妹，甥姪など）’と生計を共にし，同一世帯を構成しているときを含む。

この調査における年齢の計算は，調査日現在における満年齢とする。

大　分
52）

父子世帯とは，配偶者と死別若しくは生別（離婚，生死不明等を含む）し，又は配偶者が精神の障害

るいは法令による長期間の拘禁のため，その扶養する20歳未満の子が主として父親の養育をうけて
る世帯をいう。

次に掲げる男子が，満20歳未満の子を扶養し，生計の中心となって構成している世帯（両親等と同居

している場合を含む）をいう。

（1）配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む）と死別した

宮　崎 男子であって，当該死別の日から1年以上を経過し，現に婚姻（婚姻の届出をしていないが，事
（52） 実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む）をしていないもの…　・・ρ（死別〉

（2）離婚した男子であって当該離婚をした日から1年以上を経過し現に婚姻していないもの…（離婚）

（3）配偶者が行方不明により1年以上生死が明らかでないもの…　　・（生死不明）

（4）配偶者から引続き1年以上遺棄されている男子…　一（遺棄）

秋　田
53）

母親のいない18歳未満の子どもと父親（または祖父等）で構成するいわゆる父子家庭

東　京
53）

東京都に居住し配偶者のない者で現に20歳未満の子を扶養している者の世帯

静　岡
長野（51）に同じ

（53）

島　根
53）

20歳未満の児童とその父及び祖父によって構成される世帯
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表3っづき

調査地域
（実施年）

徳　島
（53）

愛　媛
（53）

福　島
　（54）

神奈川
（54）

和歌山
（55）

父子家庭 （世帯）の、定義
父子世帯とは岬偶者のい勘父彰。麹鱗賄子供卸趣置、 野嘩子、騨子）禰成され
る世帯。　　　　　　　　　　1、、．

』き戸
際　

、r 卜． 軒1、 iぐ、1、二．．

　配偶者（母）のない然蝉は・次のいずれ押4該当する場合をい硬ます占』・官

1（1）死亡

（2）離婚又は再婚

③　生死不明（1年以上）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

（4）遺棄（1年以上）

⑤　海外にあるため扶養を受けられない、r　、　　　　　　　　 ・・

（61心身障害により働けない（ 1手隊キ）、　　　　　　　　　　　　賄　、、

（71法令による拘禁（1年以上）、 　　　　　　　　　　　　　　 、1

⑧未婚の父

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・1、
）6 ンン1、」』｝i・

現に配儲伽ない男子と子ども（原則と し鯛査日貌脚赫璽煮！l捗蝸世総次の㌣’
ずれかに該当するもの。　　 　．＿ 　　

、＿
　， 　・．11 1r劇、1，』、

『

あ馨講灘許腔じ噸事響1轡1警1轡惚
（2）犀鶴者と撃婚している者、、

ζ
㌧ 蛍、、、　』　 　 　 r Y，、、こレ壕』、

13ジ乙配偶者の生死が明らかでない者　　　　　　　　　　　
、』党i〆ノ，y、、

㈲　配偶者と別居．（す痢月以與）している者　　 　 　 　，一　　，・　
… 』1，＿ンニ・

（51配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって事実上家庭生活を営むととができない者

⑥　婚姻によらないで父となった者

配偶者のいない父と現にその扶養を受けている20歳未満の子がいる世帯

「父子世帯」とは，現に児童（満20歳未満の者をいう）を扶養していて，次のいずれかに該当する配偶

者のない男子と児童及びその他の世帯員からなる世帯をいう。　　　　　　　　　　　　。二．手

麓1「配脚ζは・騨届出をし騨甥耕姻鰍同様鰯書ζある者を鱗の

（1）

（2）

（3）

（41

配偶者と死別した男子であって現に婚姻し七いないもの

離婚した男子であって現に婚姻していないもめ』…

配偶者の生死が明らかでない男子

配偶者から遺棄されている男子　㌧
⑤　長期にわたってザ精神または身体の陣害により労働能力を失っているかあるいは，法令により／拘斗

　束されている配偶者をもつ男子　
⑥・婚姻によらないで父となった男子であって，現に婚姻していないもの　　』 ”　・跡1へ　』ド〔1∋・

r父子家庭jとは，現に児童（18歳未満ゆ者をいう》を妹養していて，次のいずれふに該当ずお紀偶者5

のない男子（父または父に代わる者をし》う）と児童か啄なる家庭をいう。

なお， 「配偶者」には，婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

lD、配偶者と死別し， 現に婚姻をしていない者
（2） 配偶者と離婚し，現に婚姻をしでいない者』

（3）醐者が次の状態にある者一　 　　　　 』 （鵬・
　①生死が明らかでない
・②、家出または別居している　　 　 げ　　　　　　　　　　　　　1　　　 β　”髭｝1ン

　③、海外にいる
』④法令によb拘禁されている　　　㌧　』 　　　　　　、

一 　　瞭ゴ　　　　　　11㌧』

⑤精神または躰の陣獣よ帳騨枇って家騨働を知ている㌧ ．，、・ “，
、轟記
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表3つづき

調査地域
実施年）

広　島
（55）

高　知
（55）

大　分
（55）

大　阪
（56）

父子家庭（世帯）の定義
「父子家庭」とは，次のいずれかに該当する男子とその子（20歳未満の児童をいう）からなる家庭

（その家庭にその男子の配偶者以外の者力郎る家庭を含む）をいう。

なお，配偶者とは婚姻をしていないが事実上婚姻関係と岡様の関係にあるものを含むものとする。

（11配偶者と死別し，現に婚姻していない男子

（21配偶者と離別し，現に婚姻していない男子

（3）配偶者の生死が6カ月以上明らかでない男子

（4｝配偶者が家出または別居し，6カ月以上生計を異にしている男子

（5）配偶者が精神又は身体の障害により6カ月以上労働能力を失っ宅いる男子

（6）配偶者が法令により，6カ月以上拘禁されている男子

〔7）婚姻によらないで父となり，現に婚姻していない男子

現に児童（満18歳未満の者）を扶養していて，次のいずれかに該当する配偶者のない男子と児童及び

その他の世帯員からなる世帯。

（1）配偶者と死別した男子であって現に婚姻していないもの

（2）離婚した男子であう亡現に婚姻していないもの

（3）配偶者の生死が明らかでない男子

㈲　配偶者から遺棄されている男子

⑤　長期にわたって精神または身体の障害により労働能力を失っているかあるいは法令により拘束さ

　れている配偶者をもつ男子
161

婚姻によらないで父となった男子であって現に婚姻し亡いないもの

大分（52）に同じ

広島（55）に同じ

表4　調査対象の要素別比較
京都＠2） 山形（4⑳ 神奈川（49） 佐賀（49） 兵庫（50） 広島（50） 香川（50） 佐賀（50） 福島（5工） 栃木（51） 群馬（51） 福井（51） 長野（51） 鳥取（51） 茨城（52） 新潟（52） 石川（5⑳

奈島

①子どもの年令く灘蕪9 × ○ ○ ○ ○ X O × ○ O × ○ × ○ ○ ○

②父と子の別居く難胤、9 ○ X X X × × O × × X
X　　

O X × × X

③父と子以外襯騰の同居く難毒し、9○ × × ○ × ○ ○ ○ X ○ ○　 O ○ ○ ○ ○

④父あ配偶初同居く騒甑、9 ○ ○ × ○ ○ ○ X ○ ○ ○ ○ ○ O ○ ○ O
山口52） 長崎（52） 大分（52） 宮崎（52） 秋田（53） 東京（53） 静岡（53） 島根（53） 徳島（53） 愛媛（53） 福島（54） 神奈川（54） 和歌山（55）

広

島（55）

高知（5の 大分（55） 大阪（56）

①子どもの年令くll麟駅 ○ ○ ○ ○ X ○ X ○ ○ × ○ ○ X ○ × ○ ○

②父と子の別居く鶉桑設 × ○ X X × X × X × × × X ×1 × × ×

③父と子以外に親騰の聞く翻桑し、9 X O ○ ○ × ○ ○ × × ○ ○ X ○ ○ ○ ○

④父の配儲の同居く談甑、9 ○ ○ O X ○ ○ ○ ○ ○ O ○ ○

一246一
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　　　福祉施設に子どもが入所しているばあい，親せきな

　　　どに一時的に子どもを南ずけている曙あいなギン

　　③父と子以外襯族鰍即醐逸弟鱗乍ど）∫
　　　の同居を認めるか，』否か

　　④『父の配偶者の同居（廃疾状態にあるばあいなど，

　　長期療養中を含む）を認めるか，否か

　　また，各々の定義の鵠塔空ら，こ範らほど相違を曜牢

．できに引焼ものとして』、艦≧えばっぎ爾諸点牽あげ苓惹

　とができるQ

　　⑤亀事実婚主義をとるか，法律婚主義をと．るか U

　　⑥　配偶者のいない状態を定義しているばあい，その

　　条件の数やその内容（たとえば，契生死不明，遺棄∋

　　心身陣害，拘禁等の状態に一定以上の期間を明示し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

リ　ド

　　てい碕醜離明示して騒肺し）に｝砂
　　期間の長短）

　　⑦父にっいて粟父以外に養継父を含む魁否ふ

　　⑧ 父について実父ジ養継父以外に祖父，伯叔父， 兄

　　等父に代わるもめを含むか，否か

　⑨．子にっいて寒子以外1こ養継子を含むか，否か

　⑩　子にういて独身を要件とするか，否か

　⑪　父の子に対する扶養の事実を要件とするか，杏が、

　表3のように，幾通りもの定義が成立するのに，1ごれ

らの相違の さまざまな組合せの結果と考えられるが，相

亙の津験を驚序して表現する こと爆なかなか困難であり，

30通りの定義を熟読し，その微妙な」ユァンスを読みと

るほかはないようにも，思われる。その理由のひとつにな表、

　現の不備という問題もある。たとえば，53年東京都調査

　における父子世帯の定義は「東京都に居住し配偶者のな

　い者で現に2q歳未満の子を扶養している者の世帯∫す1記「

述されてい夢岡本甥子はこれを明麟趨鷲、窄
　として，報告書の分析方法等から，改めて， づぎのよ写

1こ表現じなおしていう。「20歳未満の子供がおり， そΦ事

供は父ど同居しており，父には配偶者がいない世帯でダ

、父と子卑二埋鴛以外にも祖父母≧向居しセいる三世代・

そ卿哩欝含まれる」1）・ したがってこのよ鵬 各
i夕ρ牢稗牽餐隅査爾分析内容と照合し，同一の方法で表

”現の不備を補うていけば，差違をより正確に認織する こ

とがあるいは句能となってこよう（しかし‘方，各調査

　における：分栃方法の相違を考慮すれ‘乱当然ここにも隅

界が存在する；とを認めないわげにはいかない）。 しかレヒ ”

　この課題は別の機会に論じることとし，ここでは，現に

定義において表現されていることがらを解釈することに

　よって，先に「比較的明確な相違を示す諸点」としてあ

　げた，①子どもの年令～④父の配偶者の同居にづいて，

相違を確認し，いささかなりとも感覚的読解の域を脱し

たい。　　　　　　　　　　　　　　　　　〔）肉

　表4は，その成果である。各欄は○かxかを記入する

ことにならており（空欄は各調査の定義の不備を示して

いる），○の数が多いほど調査対象者の枠が広がる4とを

表わし之いる。したがって， 51年鳥取調査と52年長崎調

査は最も対象を広く とっており，両者の箪義1弓おいては，

「子どもΦ年令は調査日現奪照嘩勿歳未満で南りボ父と

子の鴫 別居の蹴問嫉 無子以外脚族等が同

居す多嬢遡いや父の配偶者が廃疫等の塗態で同居Fてい

．るばあいも該当世帯と認めている」ことが確認されるの

である。t脚査結畢り些弦梅諦こ際しては，ごの○め数Φ

差異とその質的な意味を認識しておくことが，よゆ多面

的な解釈を導き出す墓になると思われる。その脚も○の意

』味鞭蘇庭の数と・して漁齢欄で正陣把聯き

ないのは残念である。 （⑤事実婚主義か法律婚主義か～

』＠父の子1こ対する扶餐の義養を要件ξする尋，否魁に

ついて転もちろ々同様の吟味を必要とするが，小論で

ばこの繭を取臓櫨L・・ジ　　　．、

　．m　分』析

・1本章で‘劃各調査におお鞭ね共渾の零票苓事漂につ》・

て，分析する。ただし，前章にあれた各調牽問の押違を

考慮咳薮未確定の意味付与は極力避けザズ」タ素紹介

愚疇翌める。　　1・
，1…油

　患［ 父子世帯数お逝び出現率：1
＿

㌧　

　豪5塗1、各謁葦韓告醤夢領述にした牟っ搭，父子世轡

二数および出現率を掲ザたものであり，全世帯数お出び調

飾趣参騨項として記載した（空欄興述解備を

1示して軽）6　　　　　
　最も高い出現率を示レ七いるのは，55年高知調査委

α硲軸低いのは騨鰍麟で卿窃扇市鴫
郡部別に表示がでている6県について券ると，す容ての

地塵紬て繍の出現率が市部を上轍て嚥
、

　参考吟零めにゲ表6に国警開葦のデ｝夕彦掲げうず』

1層勢調奪では父子世帯を定義していなb参で，核琴蘇

世帯（δうちf男親と子供からなる琶帯↓．ざらκそφうち

口8歳未満の親族のいる世帯」：をとりだしで『「父子世帯』

酵灸岬和45年一50年？5穿1こ謝肺部1聯を包
括し婬馳ベルの畷率嘩化は・・391凶β2マα35
であり1 ll碑・39一α33一α＄6・郡部・40戸03エ？、

．0β0であづて，とりわけ50冨55年の変化についで， 市

部，郡部に対照的な差がみられる （市部堆加，』郡部減
少）2）。ノ厭　 　　・　 　 、　　1託1’．s

』11！ ’』『主要項目別各地域別状況1’1

　　　　　　　　　　■r ・ 　1 　－ 1∫1　』　「「lr… 　～・
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表5　父子世帯数および出現率

全世帯数 父子世帯数
出　　現　　率　（％）

調査時点
全　体 市　部 郡　部

秋　　田 791
53．8．1

山　　形
802

48．8．20

福　　島 507696
1，604
955 038 035 043

54．11．　1

1　6　1）

茨　　城 614，208 2，269 0．37 0．29 0．46 52．9．1

栃　　木 1，472 （0．41） 5L8．1

群　　馬 1，245 51．11．1

東　　京 11，800（推計） 0．29 ．区部0，30 53．7．20

神奈川
3，462
851

α4
18

54．6．　1
9　8　1

新　　潟 1，273 0．20 0．16 0．29 52．8．1

石　　川 299，155
919 0．3 0．3 0．4 52，6．i

福　　井 198，800
543

0．27 0．22 0．39 51，5．1

長　　野 1，041 0．2 5L12．20

静　　岡 2，672 0．28 53．8．1

京　　都
898

0．47 42．11．1

大　　阪一 1，857，490 6，680（推計） α45（圏） 0．33 56．9．20

兵　　庫 1，005，739 3，765 0．4 50．8．1

奈　　良
335

52，3．1

和歌山 329，527 1，500（推計） 0．45 55，8．1

鳥　　取 、15臥826（閑）
502　 0．32． 51．10．1

島　 根 212螂（閣） 354　・ 0．17 53．8．1

広　　島
2，375
1，941） 0．42 55．7．1

50．7．1）

山　　ロ 476β18（5竃1〉 1，652 0．34 0．31 0．47 52，6．1

徳　島・ 223，393（圏） 928
0．42 53，7．1

ン香　［川・ 594
0．23 50．12．1

愛 媛 1伽（圏） 53．7．10

高　　知 ’　271，488 1，673 0．62 55，8．1

権　』賀
（210135）

545

558） （0．25）

50．10．1（追跡）（4a　＆　1）

長　　崎 445，671 1，797 0．4 52．10．1

大 介 378，737
349，936〉

895

695）
0．24
0，20）

55．a　1
52．8．1）

宮　崎 328，795
1，071

946）
0．33 52，7．1

鹿児島　 550，502 1，901 0．35 50．

注1．

　2．

　3．

　4，

（圏）鯛欄細勢艶データの鰍

新潟のデータは「準父子世帯」（衷3「定義」参照）を含んでいない

奈良のデータは「調査に応じたもの』を父子世帯数としてある

香川のデータは「回答数」を父子世帯数としてある
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表6 国勢調査にょる父子世帯数および出現率

1970 年「（昭45）1・
1975奪（昭50） ’博・ 1980年く昭55）・一～

全世帯数

男親と18歳未満の子供からなる世帯（父子世帯）・ 　　　　　　見

1全世帯数
　㌧　、　　　　　

　　　　　　、親ど18歳未満・の子供からなる・

帯（父子世帯）

、「　、・

世帯数－・二
男親と18歳未瀧
の子供からなる
世帯（父そ世常）

全、鼠 26β56，356 　1041528
（100，00％）　0．39

11

31，270，506
100，00疹）

　101，141
100，00％）

0．32！

34，105．95811
qOOρ0％）　、100』00％＝・一

．」 18，131
10α00％）　0，35、

市部

　　　

20，019，203’㌧
74．54）100，0q彩

　　77，376』
』ぐ・74．02〉

　　 0，39、

24．494112エ』（178．32）

100．00％

ハε0，252

マ9．351）。』

　0，33

126，842，650r
：’ 〈1’…78』70）

「・

　100，00％

　　　’96，522

い
（8L71）　　　0．36　　　　　　ぐ

郡部 ’　 6，837，153

　（25．46）
　 100，00彩r』

　 27，工52・

一25．98）

0，40『

6，776，385

（ 21，67 ）
100，00％

　20，889　・
20。65）

0，3工．

入

歌26鼠30婁1’ヒ、2L30）　1釜100：00％．1一 　21、60q（ス亀29斗、　0，3α

　つぎに，各調査におおむね共通の主要な質問項目を以

下のごとく設定し，その各々の事項について，各調査に

おいて最も回答数ゐ多い方テゴリ 一を，白地図上に図示

する（図2～12，図1に表示された調査地域が空白であ

う鐸あ硫は，当該事項について非該当であることを示す。

～．度謁査が実施された地域は，実施年の古い方を「とび

地jのように図示した）。

　①父子家庭とぢってからの期間

　②　父子家庭となった原因

③世帯主の年令
　　　　

ゴ

　④世帯主の職業
　　　　キ　　セピ
　⑤世帯の月収・

　⑥　住居の状況

　⑦　家事を中心的に担う者

　③　子どもφ状海』『』
、

⑨　就学前児童の保育状況、

⑩父が困っでい畜問題・

＠父の相談相手

以上の各々の事魔ついて回答を分鷺鉢夢騨
のカテゴリーを用意した魁各調査における独學な菱ゲ

ゴリー分類の性格上どうしても籏者のカテゴリーにおさ

まらないばあいは，そのままそのカテゴリーを使用した

（カテゴリーは凡例として図の右に掲げてある）。

　1）父子家庭となってからの期聞（図2）

　父子家庭となってからの期間は，「1～5年未満Jが第

1位であ、る地域は19あり，どの地域でも，半数近くの人

々が父子家庭になってこれだけの時闇を経過していた。

京都（42）はr2～6年」，福井（51）はr3～7年」，

島根（53）は「5年以上」が最も多かった。

　2）父子家庭とな？た原因（図3）

　父子家庭となった原因のうち「死別（のうち病死）」に

　　・ 資料： 国勢調査風』lr』『』一㌧1』 1’ゲや
　　　引用文献：．岡本多喜子丁父子世帯ど父子福祉」1

よるものが最も多い地域は，京都（42），山形（48），神

奈川（49），兵庫（50），広島（50），鹿児島（50），福島

（51》栃木（51），舖罵（51％、長野、（51）す鳥取（51），茨城（52），

新潟（52），奈良（52），長崎（52），大分（52），徳島（53）であり，．

比較的古い調査従限られているが，新しい調査のばあい

は1「生別（の至ち離婚）』が多い。2度調査を実施してい

る地域は，2回目調査までの間に，「原因」の第1位がす

べて「匁別」 か痴牢別」に変イヒしている・

　3）世帯主Q年令（図4）
　世帯主の年令の第1位は，r40～49歳」が最も多い。（大

半の調査で約半数〉。京都（42）は「50歳以上」の世帯が

最も多やつ＃よ．

　4）世帯主の職業（図5）

　世帯主の職業㊧うち∫農癖業」を第1位とする地域は・

京都（42），山形（48），『酋賀‘49），鹿児島（50），大分

（52）の5県麟ダ騨的古噸査量こ限られている・

そ糠欝1鰍勤讐が璽、築
　世帯の月収が「20万円以上」のも④が最も条恥地蓼鉢

東京（53）である。「15～20万円未満」が第 1㍉倖㊨もの

は神奈川（54）・広島（55〉である・r10ん15万畦満」

は山形（48），茨城（52），奈良（52），和歌山（55ヴ で，

「5～10万円未満」は長野（51），新潟（52），福井（5i），

佐賀（51）で最も多かった。算出の根拠を各々吟味する

必要はあるが，大都市周辺の新しい調査（56年大阪調査

は「19万円以上」が最も多い〉において月収額が高くな

っている。

　6）住居の状況（図了）

　住居は，東京（53），神奈川（49）で「借家」が多いけ

れども，他地域では「持家」所有者が多い（しかし，54

年神奈川調査では「持家」が1位となっている）。
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　7）家事を中心的に担う者（図8）

　「父」が家事を中心に担う地域が最も多い（12調査）。

「祖父母，親せき」が中心者であるとするものも3件みら

れる。対象者の定義で親族等の同居を認めるか，否かが

本項の結果を大きく左右する。

　8）子どもの状況（図9）

　ほとんどの地域年おいて，子どもの大半は「小・中学

生』である。しかし，「中高生」が最も多い大阪（56）

や，「高校生」以上の多い京都（42），局根（53）のデー

タもある。．

　9）就学前児童の保育状況（図10）

　就学前児童の保育は，「保育園」に最も多くあずける

地域と，「幼稚園，祖父母，親せき，近所の人」に最も多

くあずける地域とが，約半々に分れているが，全国どの

地方にもこの両者は混在している。佐賀，大分では「保

育園又は幼稚園」にあずけるものが最も多い。

　10）父が困っている問題（図11）

　父が困っている問題として「家事」を最も多くあげた

調査は11，「結婚」3「児童の教育，進学，就職j3，「児

童の保育」3，「児童の教育・9・…jと「保育」の双方2，

「生計（経済）」2，「病気看護」2となっており，「特に

ない」が最も多かった調査も3あった。

　11）父の相談相手（図12）

　父の相談相手としては，「親。兄弟姉妹・親せき」をあ

げるものが，全地域的にみて圧倒的に多い。広島（50）

の「学校の先生」は唯一の例外である。佐賀（50）では

相談相手は「特にない」と答えたものが最も多かった。

図2　父子家庭の期閤
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図3　父子家庭となった原因
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川西： 父子家庭の二貸ズの動向に関する研究

図4　世帯主の年令
、

図6 、岸帯璽β収
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図8　家事の中心者 図10　就業前児童の保育状況
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図9　子どもの状況 図11　父が困っている問題
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川西：父子家庭の二一ズの動向に関する研究
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図12　父の相談相手
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　③　調査結果の分析をより精緻なものとし，回答順位

　　は1位のみでなく，3位もしくはそれ以上まで含む

　　ものとする

　つぎに，小論では，種々の調査報告の比較のためには，

まず各々の調査に即した理解をもつ必要があることが，

十分に認識されていなかった。この課題を達成するため

には，たとえば各調査について一枚ずっ「要約沓」を作

成すること等の作業を開始しなければならないだろう（現

在この作業をすすめつっある）。

　さらには，調査報告の収集をすすめ，資料範囲を拡大

してゆかなければならない。1983年1月に，小論で扱っ

た資料に加えて，25の調査報告を収集したので，これら

と今回の36報告と合わせて計61の資料を分析すること

が，つぎの課題となる。

　おわりに，小論の主題中「二一ズの動向に関する」と

いう部分については，第2報の課題となることをおこと

わりする。今後資料の範囲をひろげ，前述の課題に取り

組む際に，各調査における調査項目の中から「行政に対

する要望事項」をとりだして整理し，厚生省児童家庭局

企画課で作成した「地方自治体における父子家庭対策の

概要資料」と照合する予定であり，これを第2報におさ

める計画である。

　小論では，分析の前提として，分析対象の各調査閤の
　　　じ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

相違についてふれ，逆に分析においては，類似する（前

章までに「おおむね共通の」と表現した）調査事項をと

りだし，その事項につき，共通のカテゴリーに従って，

最多の回答データのみ図示した。種々の調査報告の分析
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
において，このように相違と類似を対照させる試みは，
　　　　　　　　　　ロいささかなりとも意味を主張するものであると思う。し

かし，残された課題は多くある。
　　　　　　　　　　　　　　ロ　　じ　　　　　の　　　
　まず，小論においてきわだたせた相違と類似（すなわ

ち，小論にいう「分析の前提」と 「分析」を，より強い

因果関係で結びつけることが必要である。そのためには

先にも述べたように，さしあたってつぎの作業をすすめ，

さらに正確にして綿密な分析を加えなければならない。

　①各々の調査対象の定義を，各調査の分析内容と照

　　合し，同一の方法で定義しなおすことによって，比

　　較分析をたやすくする

　②各々の調査票の構成における相違と類似を分析す

（注）

1）岡本多喜子r父子世帯と父子福祉」社会福祉法人真

　生会社会福祉研究所『母子福祉・父子福祉の研究』

　1983，3，p．72

　母子世帯の分野では，全国調査における対象者定義の

　変化の問題を詳細に検討している，つぎの論稿がある。

　副田義也「母子世帯の出現と構成」社会福祉法人真生

　会社会福祉研究所『母子福祉・父子福祉の研究』

　1983．3，p、1～30

2）この点については，岡本多喜子，前掲論文，p．76に

　　しいQ

　　　　　　＊　　　　＊　　　　＊

　最後に，小論における白地図利用は，吉田恭爾先生の

御教示によること，また，白地図への作図作業ならびに

父子世帯数および出現率を示した表5の作表は，川西淳

子姉の労によることをしるし，おふたりに感謝申上げる

次第である。
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